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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第２部門第１区分
【発行日】平成23年11月17日(2011.11.17)

【公開番号】特開2009-297623(P2009-297623A)
【公開日】平成21年12月24日(2009.12.24)
【年通号数】公開・登録公報2009-051
【出願番号】特願2008-153518(P2008-153518)
【国際特許分類】
   Ｂ０５Ｂ   7/14     (2006.01)
   Ｂ０５Ｄ   1/26     (2006.01)
   Ｂ０５Ｄ   7/24     (2006.01)
   Ｂ２４Ｃ   5/02     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｂ０５Ｂ   7/14    　　　　
   Ｂ０５Ｄ   1/26    　　　Ｚ
   Ｂ０５Ｄ   7/24    ３０１Ａ
   Ｂ２４Ｃ   5/02    　　　Ａ

【手続補正書】
【提出日】平成23年4月5日(2011.4.5)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　粉体及び吐出用気体を収容可能な収容室と、
　該収容室内の前記粉体と前記吐出用気体とを吐出可能な吐出口と、
　前記収容室内の前記吐出口の近傍に振動可能に配置され、前記吐出口の開口より大きい
可動駒と、
　前記収容室内の前記可動駒に対して前記吐出口側に、前記吐出用気体を供給可能な第１
の気体供給口と、
　前記収容室内の前記可動駒に対して前記吐出口とは反対側に、前記吐出用気体を供給可
能な第２の気体供給口とを備えることを特徴とする粉体吐出ユニット。
【請求項２】
　前記収容室は、前記可動駒の可動領域を備え、前記可動駒は、前記可動領域内に移動自
在に収容されていることを特徴とする請求項１に記載の粉体吐出ユニット。
【請求項３】
　前記収容室は筒状に形成され、前記吐出口及び前記第１の気体供給口は、前記収容室の
一端側の端面に設けられ、前記第２の気体供給口は前記収容室の他端側に設けられている
ことを特徴とする請求項１又は２に記載の粉体吐出ユニット。
【請求項４】
　前記吐出口は、前記第１の気体供給口に囲まれていることを特徴とする請求項３に記載
の粉体吐出ユニット。
【請求項５】
　前記第１の気体供給口は、多孔質体により形成されていることを特徴とする請求項４に
記載の粉体吐出ユニット。
【請求項６】
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　前記収容室、前記吐出口、前記第１の気体供給口、及び前記第２の気体供給口を一体に
備えたカートリッジ部と、該カートリッジ部を所定位置に着脱可能な本体部とを備えてい
ることを特徴とする請求項１乃至５の何れか一つに記載の粉体吐出ユニット。
【請求項７】
　請求項１乃至６の何れか一つに記載の粉体吐出ユニットと、前記第１及び第２の気体供
給口にそれぞれ前記吐出用気体を供給可能な吐出用気体供給部とを備えることを特徴とす
る粉体吐出装置。
【請求項８】
　前記吐出用気体供給部は、前記吐出用気体を前記第１及び第２の気体供給口へそれぞれ
断続的に供給可能な供給制御部を備えたことを特徴とする請求項７に記載の粉体吐出装置
。
【請求項９】
　前記供給制御部は、前記第１の気体供給口への前記吐出用気体の供給期間と、前記第２
の気体供給口への前記吐出用気体の供給期間とを独立して制御可能に構成されていること
を特徴とする請求項８に記載の粉体吐出装置。
【請求項１０】
　請求項１乃至６の何れか一つに記載の粉体吐出ユニットにより前記粉体を吐出させる方
法であり、
　前記吐出用気体を前記第１及び第２の気体供給口から前記収容室内に断続的に供給する
と共に、該吐出用気体により前記可動駒を振動させながら、前記粉体及び前記吐出用気体
を前記吐出口から吐出させることを特徴とする粉体吐出方法。
【請求項１１】
　請求項７乃至９の何れか一つに記載の粉体吐出装置を備えた粉体噴出装置であり、
　前記吐出口が前記粉体及び前記吐出用気体を吐出可能に開口された混合室と、
　該混合室内に噴出用気体を供給可能な噴出用気体供給部と、
　前記混合室内の前記粉体を前記吐出用気体及び前記噴出用気体と共に噴出可能な噴出口
とを備えたことを特徴とする粉体噴出装置。
【請求項１２】
　前記噴出用気体供給部は、前記噴出用気体を前記混合室に連続的に供給可能に構成され
ていることを特徴とする請求項１１に記載の粉体噴出装置。
【請求項１３】
　請求項１１又は１２に記載の粉体噴出装置を用い、前記粉体として砥粒を噴出させるこ
とによりブラスト加工を行うことを特徴とする被加工物の加工方法。
【請求項１４】
　請求項１１又は１２に記載の粉体噴出装置を用い、前記粉体として被加工面に付着可能
な粉末を噴出させることにより吹き付け加工を行うことを特徴とする被加工物の加工方法
。
【請求項１５】
　粉体及び吐出用気体を収容可能な収容室と、
　該収容室内の前記粉体と前記吐出用気体とを吐出可能な吐出口と、
　前記収容室内の前記吐出口の近傍に振動可能に配置され、前記吐出口の開口より大きい
可動駒と、
　前記収容室内の前記可動駒に対して前記吐出口側に、前記吐出用気体を供給可能な第１
の気体供給口と、
　前記収容室内の前記可動駒に対して前記吐出口とは反対側に、前記吐出用気体を供給可
能な第２の気体供給口とを備えることを特徴とする粉体カートリッジ。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】発明の名称
【補正方法】変更
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【補正の内容】
【発明の名称】粉体吐出ユニット、粉体吐出装置、粉体吐出方法、粉体噴出装置、被加工
物の加工方法、及び粉体カートリッジ
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００１】
　この発明は、粉体を吐出させるための粉体吐出ユニットと、粉体吐出ユニットを備えた
粉体吐出装置と、粉体吐出ユニットを用いた粉体の吐出方法と、粉体吐出ユニットを備え
た粉体噴出装置と、粉体噴出装置を用いた被加工物の加工方法と、粉体を吐出させるため
の粉体カートリッジとに関する。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００２】
　従来、粉体を供給するためのユニットを備えた装置は多数知られている。例えば、粉体
をホッパ等に収容して重力により下降させて下部の吐出口から吐出する装置、ホッパ等か
ら粉体を吐出させて被処理部に向けて噴出し、被処理面に衝突させることでブラスト加工
や吹き付け加工する装置などである。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００８】
　そこで、この発明では、装置の姿勢に拘わらず、粉体を安定して吐出させ易い粉体吐出
ユニット、粉体吐出装置、粉体吐出方法、又は粉体カートリッジを提供することを課題と
し、装置の姿勢に拘わらず、粉体を安定して噴出させ易い粉体噴出装置、又は被加工物の
加工方法を提供することを他の課題とする。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００９】
　上記課題を解決するこの発明の粉体吐出ユニットは、粉体及び吐出用気体を収容可能な
収容室と、該収容室内の前記粉体と前記吐出用気体とを吐出可能な吐出口と、前記収容室
内の前記吐出口の近傍に振動可能に配置され、前記吐出口の開口より大きい可動駒と、前
記収容室内の前記可動駒に対して前記吐出口側に、前記吐出用気体を供給可能な第１の気
体供給口と、前記収容室内の前記可動駒に対して前記吐出口とは反対側に、前記吐出用気
体を供給可能な第２の気体供給口とを備えることを特徴とする。
　この発明の粉体吐出装置は、請求項１乃至６の何れか一つに記載の粉体吐出ユニットと
、前記第１及び第２の気体供給口にそれぞれ前記吐出用気体を供給可能な吐出用気体供給
部とを備えることを特徴とする。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
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【補正対象項目名】００１１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１１】
　この発明の粉体噴出装置は、請求項７乃至９の何れか一つに記載の粉体吐出装置を備え
た粉体噴出装置であり、前記吐出口が前記粉体及び前記吐出用気体を吐出可能に開口され
た混合室と、該混合室内に噴出用気体を供給可能な噴出用気体供給部と、前記混合室内の
前記粉体を前記吐出用気体及び前記噴出用気体と共に噴出可能な噴出口とを備えたことを
特徴とする。
　この発明の被加工物の加工方法は、請求項１１又は１２に記載の粉体噴出装置を用い、
前記粉体として砥粒（又は、被加工面に付着可能な粉末）を噴出させることによりブラス
ト加工（又は、吹き付け加工）を行うことを特徴とする。
　この発明の粉体カートリッジは、粉体及び吐出用気体を収容可能な収容室と、該収容室
内の前記粉体と前記吐出用気体とを吐出可能な吐出口と、前記収容室内の前記吐出口の近
傍に振動可能に配置され、前記吐出口の開口より大きい可動駒と、前記収容室内の前記可
動駒に対して前記吐出口側に、前記吐出用気体を供給可能な第１の気体供給口と、前記収
容室内の前記可動駒に対して前記吐出口とは反対側に、前記吐出用気体を供給可能な第２
の気体供給口とを備えることを特徴とする。
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１５】
　この発明の粉体噴出装置によれば、上記のような粉体吐出ユニットが組み込まれていて
、吐出口が開口された混合室と、混合室内に噴出用気体を供給可能な噴出用気体供給部と
、混合室内の粉体を吐出用気体及び噴出用気体と共に噴出可能な噴出口とを備えているの
で、吐出用気体とは別に噴出用気体を調整することで、粉体の吐出量などとは別に、粉体
の噴出速度などを調整することができ、使い勝手がよい。
　この発明の粉体カートリッジによれば、粉体吐出ユニットの姿勢に拘わらず吐出させる
ことが可能であり、ラットホールやアーチング・ブリッジ等の粉体特有の現象は起こらず
、微粒子の凝集等を十分に防止でき、安定して粉体を吐出させることが可能である。
【手続補正９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３５】
　更に、供給制御部５１、５２によりそれぞれ独立に供給期間が制御され、多孔質体３５
の第１の気体供給口４１と第２の気体供給口４２とに吐出用気体Ａ１、Ａ２を断続的に供
給する。このとき、第１の気体供給口４１の供給期間と第２の気体供給口４２の供給期間
とがずれていてもよい。
【手続補正１０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４５】
　全ての加工が完了した後に、カートリッジ部３０及び噴出装置１０の洗浄や滅菌を行う
こともできる。その場合には、加圧気体により各部の動作や噴出を行うため、機械的構造
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による複雑な形状部分がなく、容易に洗浄や滅菌を行うことができる。
【手続補正１１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００６５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００６５】
　１０　噴出装置
　１１　構造基体
　１３　混合室
　１４　噴出口
　２０　吐出ユニット
　２１　本体部
　２２　収容配置部
　３０　カートリッジ部（粉体カートリッジ）
　３２　収容室
　３５　多孔質体
　３７　吐出口
　４１　第１の気体供給口
　４２　第２の気体供給口
　４３　可動領域
　４５　可動駒
　５１、５２、５３　供給制御部
　５５、５６　吐出用気体供給部
　５７　噴出用気体供給部
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